
こどもみらい住宅支援事業
解説オンラインセミナー

「こどもみらい住宅支援事業」は子育て支援と2050年カーボンニュー

トラル実現のために新設された事業です。実質的にグリーン住宅ポイ
ントの後継事業となる補助事業ですが、従来のポイント制度とは異な
る点が多く存在します。

変更点を中心に制度の利用方法をご紹介いたします。

〇今回は現金で事業者に振込まれます。

〇手続きは全て専用HPから行います。

〇新築は補助額アップ！

リフォームは追加された商品もあります。

〇今年知っておいて欲しい話題もご説明します。

お申し込みは下記URL又はQRコードから

※セミナーは「ZOOM」を利用して行います。
上記より必要情報を入力後、後日参加に必要なURL等が届きます。

株式会社マルダイ 一般社団法人富士山木造住宅協会

開催日時 ２月１７日（木） 16：00～（40分程度）

https://forms.gle/KBPorb9V3t6fT8PD9

※マルダイHPからもお申込み頂けます。

https://forms.gle/KBPorb9V3t6fT8PD9


新築 （所有者自らが居住する住宅）

リフォーム 上限ポイント30万円～60万円／戸
※合計5万ポイント以上にならないと申請出来ません。

【ＺＥＨ住宅】 100万円

【長期優良住宅等の認定住宅】 80万円

【一定の省エネ性能を有する住宅】 60万円

【開口部の断熱改修】 ２，０００ ～ ３２，０００
【天井・壁・床の断熱改修】 １８，０００ ～ １０２，０００
【エコ設備への交換】 ５，０００ ～ ２４，０００

【子育て対応改修】 １０，０００ ～ ８６，０００
（食洗機、コンロ、宅配BOX、防犯窓、キッチンの対面化等）

【耐震改修】 １５０，０００
【バリアフリー改修】 ５，０００ ～ １５０，０００
【空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置】

１９，０００ ～ ２４，０００
【リフォーム瑕疵保険等への加入】 ７，０００

必須要件：子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかであること。

「子育て世帯」：申請時点において、2003年4月2日以降に出生した
子を有する世帯。

「若者夫婦世帯」：申請時点において夫婦であり、いずれかが
1981年4月2日以降に生まれた世帯。
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